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国と地方・民間の「災害情報ハブ」推進チーム（第２回） 

議事次第 

 

 

日 時 平成29年７月31日（月）16:59～18:24 

場 所 中央合同庁舎第８号館３階災害対策本部会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 「災害情報ハブ」中間整理（座長私案） 

 

３ 各作業部会の進捗状況報告 

 

４ Ｇ空間情報センターの活動と、災害情報ハブへの貢献 

 

５ SIP4Dを活用した福岡県・大分県での情報共有について 

 

６ 松本大臣ご挨拶 

 

７ 閉 会 



1 

 

○米津参事官 それでは、皆様おそろいのようでございますので、ただいまより第２回国

と地方・民間の「災害情報ハブ」推進チームを開催いたします。 

 皆様におかれましては、御多忙の中、御出席をいただきまして、まことにありがとうご

ざいます。 

 本推進チームの事務局を務めます内閣府の米津でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 議事に入る前に資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 お手元に議事次第の「配布資料」ということで、資料１から３、参考資料１をお配りし

ているかと思います。念のため御確認いただきたいと思います。 

 また、念のためでございますけれども、配付資料のうち、今後の工程表等を記載したも

のがございますけれども、こちらのほうは非公表ということで席上配付のみとさせていた

だいておりますので、御留意いただければと思います。不足資料がございましたら、後ほ

どでも結構でございますけれども、事務局にお申しつけいただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

 それでは、本日御出席の委員の皆様の御紹介でございますけれども、配付させていただ

きました席次表にかえさせていただきたいと思いますけれども、３名の委員の方の交代が

ありましたので御紹介をさせていただきたいと思います。 

 まず、公益社団法人全日本トラック協会の荻原委員。 

○荻原委員 どうぞよろしくお願いします。 

○米津参事官 日本放送協会の橋爪委員。 

○橋爪委員 橋爪です。よろしくお願いします。 

○米津参事官 日本通運株式会社の村瀨委員。 

○村瀨委員 村瀨です。よろしくお願いします。 

○米津参事官 以上でございます。 

 なお、本日は御都合により、阿佐美委員、天野委員、甲斐委員、髙橋委員、八代委員、

鈴木委員は欠席ということで、代理で御出席をいただいております。 

 また、立谷委員、吉村委員は中座されるというふうにお伺いしております。よろしくお

願いいたします。 

 また、本日の流れでございますけれども、まず、「災害情報ハブ」推進チームの座長であ

る松本副大臣より、第１回の推進チームにおきまして鈴木三重県知事からもコメントがご

ざいましたが、中間報告ということで座長私案をお示しいただくというふうに聞いてござ

います。 

 また、その後、事務的に進めております作業部会の進捗についても簡単に共有をさせて

いただきたいと思います。 

 また、委員のほうから２題御紹介ということで、柴崎委員からはＧ空間情報センター等

について、臼田委員からは、先般発生した九州北部豪雨におけるSIP4Dを活用した情報共有
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について御紹介いただけるというふうに聞いております。 

 それでは、議事に入りますので、カメラの方は御移動をお願いいたします。よろしくお

願いいたします。 

（報道関係者退室） 

○米津参事官 なお、議事次第にあるとおりでございますけれども、後刻、松本大臣から

御挨拶をさせていただきますので、その際に改めてカメラの出入りがあるかもしれません

けれども御承知おきいただければと思います。 

 それでは、議事の１ということで、松本副大臣から御説明をお願いいたします。 

○松本副大臣 内閣府副大臣の松本洋平でございます。本日は、第２回国と地方・民間の

「災害情報ハブ」推進チームに御参加をいただきまして、ありがとうございます。「災害情

報ハブ」の取組につきまして、委員の方々はもとより、各省庁の皆様方の御協力をいただ

いておりまして、本日お配りしております参考資料のとおり、閣議決定された各種計画に

も盛り込むことができたところであります。 

 本日は、「災害情報ハブ」の取組をより推進するための方針といたしまして、座長私案を

お示ししてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料１をご覧いただきたいと思います。 

 １といたしまして、「基本３原則」を示しております。これは、４月の第１回国と地方・

民間の「災害情報ハブ」推進チームの冒頭挨拶で申し上げたものでありますけれども、引

き続きこの基本方針に基づいて進めていただきたいと思います。 

 ２の「『災害情報ハブ』の在り方」につきまして、（１）検討の視点、（２）検討の方向性、

（３）当面の成果目標、（４）実効性の確保のための新たな取組、（５）検討のプロセスに

沿って御説明をいたします。 

 （１）検討の視点につきましては、①実効性の確保に留意すること、②実証実験などに

積極的に取り組むこと、③既存の知見・取組の活用を図ることに重点を置いていただきた

いと思います。 

 （２）検討の方向性につきましては、重要と考えているテーマを挙げております。これ

らについては迅速に取り組んでいただきたいと思います。 

 ①ビッグデータを活用して被災者の動向を把握する手法を検討すること。 

 ②指定避難所や物資集積拠点など、あらかじめ整理できる情報は整理し、災害発生時に

は避難状況を速やかに把握し、情報の共有を図れるようにすること。 

 ③ライフラインについてワンストップで把握できる環境を整備すること。 

 ④主要施設の被災状況についても円滑に情報共有できる体制を構築すること。 

 ⑤物資輸送については、避難所までの輸送状況がわかる体制を構築することを求めてま

いります。 

 （３）当面の成果目標は、今年度末までに実施していただきたい目標として設定いたし

ました。 
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 ①情報ごとに提供範囲や期間などを整理し、カタログとして共有すること。 

 ②関係機関間で情報交換するための協定などを締結し、情報を共有するための枠組みを

構築することの２点を設定いたしたいと存じます。 

 （４）実効性の確保のための新たな取組として、発災後の対応体制について提案をいた

します。 

 災害発生時に地方公共団体における業務量が増加する中、今回の枠組みで取り決めた情

報を流すためのデータ入力、データ整理などの作業が発生いたします。これらを支援する

チームといたしまして、チーム松本を構成することを提案いたします。このチーム松本も

いつまでこの名前が使えるかどうかはわからないですけれども、当面はこうした形の仮称

としてチーム松本という形にして提案いたしたいと思います。 

 また、このチームの実効性確保のため、平時より訓練などによる習熟を求めてまいりた

いと思います。 

 以上を踏まえまして、（５）検討のプロセスといたしまして、作業部会に求めるものは以

下のとおりとさせていただきます。 

 ①ニーズに対応する情報項目の整理。 

 ②各項目の現状の確認、課題抽出。 

 ③課題の解決のため、各省庁においては所要の予算要求などを着実に実行すること。 

 続いて提案するのは、広報・報道のあり方についてであります。 

 「災害情報ハブ」にて共有される情報を住民へどのように伝えれば混乱を招かずわかり

やすく伝わるのか、報道関係機関も交えた作業チームにおいて検討をしていただきたいと

思います。 

 最後に、関係省庁におかれては、座長私案を踏まえ、着実な実装化や最新技術の活用の

検討をお願いしております。来年度には芽が出始める取組などに関しましては、しっかり

と平成30年度概算要求へ盛り込んでいただきたいと思います。 

 また、最新技術をどんどん防災分野へと活用するべく、最新の技術動向をしっかりと把

握し、産業活性化や地域課題の解決など、平時利用も含めた実証を積極的に検討していた

だきたいと思います。 

 事務局には、関係省庁間の横串を通した連携の徹底をお願いしたいと思います。概算要

求を含め、来年度以降も戦略的に「災害情報ハブ」を推進するため、別途関係省庁による

会議体を今後正式に設置したいと考えております。 

 また、この関係省庁間に対する私からの座長私案のお示しは、既に関係省庁連絡会議に

おきまして実施させていただいておりまして、関係省庁からも御了解をいただいているこ

とでありますので、こうした流れで概算要求への盛り込み、そして今後の検討が進んでい

くということをぜひ皆様方にも今日御報告をしたいと思います。 

 以上が座長私案でございます。 

○米津参事官 ありがとうございました。 
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 補足でございますけれども、最後に座長のほうからございました概算要求につきまして

は、事務方といたしましても全体の把握のため、内閣官房IT戦略室に登録されるシステム

関係予算や、内閣府の科学技術イノベーション担当に登録される科学技術関係予算、イノ

ベーション関係予算などといったものがございますけれども、両担当と連携いたしまして

「災害情報ハブ」関係予算取りまとめ作業といたしまして９月以降に実施したいと思って

おります。 

 また、その状況については、次回推進チームでその内容について御紹介できればという

ふうに思ってございます。 

 また、座長のほうからございました関係省庁による会議の正式な設置につきましても、

今後年度内を目途に事務的に調整を進めてまいりたいと思います。 

 以上が補足でございます。 

 ただいまの座長の御説明につきまして、特に何か御質問等はございますでしょうか。よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、中間整理の方向性については御了承いただいたということで、この方向で進

めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○松本副大臣 よろしくお願いします。 

○米津参事官 続きまして、事務局より各作業部会の進捗について説明をさせていただき

ます。 

○松田参事官補佐 事務局を務めさせていただいております、参事官を補佐しております

松田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 資料２のパワーポイント資料に沿って御説明をさせていただきますので、御準備いただ

ければと思います。 

 スライド番号の２番目をご覧ください。 

 第１回推進チームにおきまして、資料５として配付した資料からの抜粋でございます。

ここに委員の皆様に御協力いただきましたアンケート等を通じて挙げられたニーズから課

題を取りまとめてお示ししたものでございます。 

 裏側に行っていただきまして、スライド番号の３番目をご覧ください。 

 ただいまご覧になっていただいたものを、平時から整理しておくべき情報と発災後に整

理する情報に分けまして、３つの作業部会として運営しております。 

 さらに、③の被災状況の把握につきましては、項目が相当程度多岐にわたるものでござ

いますため、例えば所管省庁単位での部会の開催なども実施することを予定しているとこ

ろでございます。 

 加えて、先ほど座長からも御提案がありました、流通する情報の国民への伝達手段の検

討といたしまして、情報提供のあり方についての作業部会を秋以降に設置してまいる予定

でございます。 

 スライド番号４番から６番につきましては、現在運営してございます各作業部会の方向
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性についてまとめてございます。 

 スライド番号４番の作業部会①につきまして、ハザードマップ等の災害想定とか指定避

難所や物資集積拠点の情報など、あらかじめ整理するべき情報を取り扱います。こうした

情報は地方公共団体が保有しているものでございますため、対象となる情報やその整理手

法などを整理いたしまして、整理できたものから共有いただくよう働きかけることを年度

内の目標としてございます。 

 裏側に行きまして、スライド番号５番の作業部会②についてでございます。 

 既に公表されております津波警報・緊急地震速報の多言語辞書に加えまして、避難に関

する情報とか風水害に関する情報などの多言語辞書の作成に取組まして、年度内の完成を

目標としてございます。 

 最後に、スライド番号６番の作業部会③についてでございます。 

 ③番につきましては、情報は多岐にわたりますが、まずはニーズに対して現状で何が足

りないのかといったことを整理いたしまして、必要な情報を必要な粒度で共有できるよう、

どのような形で整理するのか、また、協定などの必要な提供形態を整理していきまして、

整理できたものから関係者と調整していくといったことを年度内の目標としてございます。 

 また、新たな取組としてのビッグデータの活用とか、ライフラインの被災状況を一元把

握する検討といったこともこの部会にて扱ってまいりたいと思ってございます。 

 一方で、現状の取組でニーズを満たすといった場合には、その取組について周知して利

用者を増加するといったことに努めてまいりたいと思ってございます。 

 簡単ではございますが、各作業部会の進捗について御紹介をいたしました。各項目の目

標や予定などにつきましては、各委員の席上に配付してございます工程表をご覧いただけ

ればと思います。 

 以上でございます。 

○松本副大臣 ただいまの御説明でありますけれども、御質問がありましたらここでお受

けしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。特にございませんでしょうか。 

 では、次に進みたいと思います。 

○米津参事官 続きまして、委員の皆様から御発表いただきたいと思います。 

 まずは、Ｇ空間情報センターのセンター長でもある東京大学の柴崎委員よりお願いいた

します。 

○柴崎委員 東京大学のＧ空間情報センターのセンター長をやっています柴崎と申します。

こういった場で御紹介する機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 

 今日のお話は、「災害情報ハブ」というオールジャパンの大きな取組に関してＧ空間情報

センターというのがどんな貢献ができそうかというのを、これまでの活動の経緯とかそう

いうのをベースにして簡単にお話ししたいということになります。 

（PP） 

 全体構成は、設立の経緯、「Ｇ」がついたりしてちょっと怪しげな名前ですが、どんな経
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緯で、活動のポイント、どんな運用体制でやっていて、実は昨年の11月からなので、そん

な百戦錬磨では全然ないのですが、災害時対応でこんなことをしました。先ほど、AIとか

ビッグデータとかの活用がありましたけれども、技術とかノウハウ、あとは、このセンタ

ーは一体どういうことでファイナンスされているのかとか、最後にこういうふうに貢献で

きるのではないかというまとめになります。 

（PP） 

 このセンターというのは、実際には2007年にできた地理空間情報活用推進基本法という

のがありまして、それに基づいて基本計画というのが立てられるわけですけれども、その

第２期の中に書かれています。 

 この地理空間情報というのは、要するに位置情報とか地図とか航空写真とか、そういう

たぐいのものです。例えば車のGPSなんかもこの中に入りますけれども、まずはそれを共有

するために共通の背景地図が要りますよねというのが2008年からの重点項目で、その後、

東日本大震災等も経て、官民のデータをいかにうまく使っていくか、その利活用をどうい

うふうにしていくかというのがキーになって、それの流通促進のハブとしてこういうセン

ターみたいなものをつくったらいいのではないかということで、2016年11月からこのセン

ターが始まったという経緯です。 

（PP） 

 これがその基本法の概念で、左側に地図とか、いわゆる割にスタティックなデータがあ

って、右側に衛星測位に代表されるダイナミックなデータがあって、それを両方組み合わ

せて使いますということになります。 

（PP） 

 民間のデータ、特に動くもののデータというのは民間のデータが非常に重要ですし、あ

と、インフラとかライフラインの情報も非常に重要で、そういう民間でお持ちのデータと

か役所で持っているデータ、あるいは学術機関でもいろいろなシミュレーションや調査を

したりして持っておりまして、そういったものをどういうふうにうまく使っていくか、そ

れのハブとして何かセンターをつくろうというふうになっています。 

 というわけで、このセンターは、例えば国土地理院の下にあって、地図だけをやってい

ますというわけではなくて、いろいろなところと連携しながらやっていくということで、

ある意味、外出しされた形になっていて、今は社会基盤情報流通推進協議会（AIGID）とい

う一般社団法人があるのですけれども、形の上ではそこの下にあって、それが動いている

という形をとっています。 

（PP） 

 活動のポイントですが、例えば国土地理院とかそういったところでも地理空間情報に関

する検索とかはできます。ただ、国土地理院のは国土地理院でおつくりになったもの、あ

るいは役所でつくられたものだけに限られているのですけれども、ここでは官民学のデー

タ全てを対象にということです。ただ、全てをというのは、みんなにデータを出せと言っ
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て歩いて全部集めているわけではなくて、出してくださるところに関してお願いして載っ

ているので、だんだんふえていくということです。 

 民間のデータを対象にし、しかも災害時だけではないので、いわゆる商用データも扱っ

ていまして、センター経由で販売していただくということも可能です。 

 というわけで、オープンデータだけではなくて、利用が制限されるデータもきめ細かく

扱うようになっていまして、利用者ごとのアカウントがあって、その人ごとにアクセスコ

ントロールをしています。決済機能もあります。なので、オープンデータは全員アクセス

できますが、ある特定のデータは、ある特定のユーザーだけに使われる、ある特定の期間

だけ使わせるというようなことができることになります。 

 あともう一つは、右のものを左に流す、あるいはワンストップは便利ですが、それだけ

では非常に限られるので、データを重ねたり組み合わせて新しいプロダクトをつくって、

もっと使えるものにしましょう。例えば災害のときにいろいろ断片的なデータをもらって

も現場では困ってしまうので、結局どこに何人避難しているのかというのが欲しいという

ことであれば、そういうプロダクトをつくる工夫をするというわけで、大学や研究機関と

いかにうまく連携していくかということを、そういう意味では組織の運営とか組み立ての

段階では有しています。 

 あと最後に、これは基本計画に位置づけられているので、いわゆる公的・中立的な立場

で持続的に活動するということになります。 

（PP） 

 「利活用ネットワーク」と書いてありますが、流通がベースです。ただ、災害のときに

ボランティアの皆さんとか協定を結んでいる民間企業の皆さんと情報共有するために、災

害情報のハブというのが一応立ち上がっているというか、いつでも動けるようになってい

ます。 

 あともう一つは、ボランティアの方も含め、あるいはソフトウエアも特定の商業ソフト

ですとメンテナンスの問題とかもいろいろあるので、基本的にオープンリソースのコミュ

ニティーと密接に連携してシステムをつくったり、データを集めたりします。 

 あと、同時にデータをいかに解析するかという知恵はセンターの人たちだけでは全然足

りないので、東京大学とかを初めとして、そういうところと連携をして研究開発的なこと

もしています。これは、データがこんなに使えますというのを、ある意味、言い方は悪い

ですが、餌にして、そのかわり、こういうプロダクトはできないでしょうかと。例えば、

航空写真をAIで自動解析して、どこで変化が起きたか見るというのはできませんかという

のをやると、実は全国のデータがあるのですよ、地図もついていますというと、もう学習

データは全部あるので、それはAIをやっている人から見れば物すごく欲しいデータでして、

そういうことをしようとしているということになります。 

（PP） 

 データセットの登録状況ですが、去年の11月からスタートして大体600弱ぐらいで、一応
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こういうKPIを設定してふやしていくということが、ある意味義務づけられているというか、

そういう形になります。 

（PP） 

 主な提供データ、これは一覧になっておりますので、また後で見ていただければと思い

ます。 

（PP） 

 大体基本的なところはかなりそろっていると言っていいと思います。 

（PP） 

 運用体制は、地理空間情報に関しては、今、内閣官房に地理空間情報活用推進室という

のが今年の春からできていて、そこで全体を取りまとめていただいていて、事務局的なこ

とを国土交通省にしていただいています。国土交通省を中心としたところから委託を受け

て、ある作業はやる。もちろん自主的にやっている事業もありますということです。 

 方向に関してはアドバイザリーボードがあって、産学官のメンバーがいて、ウオッチし

ていただいています。 

 災害時に関しては、災害対策本部の設置というのがトリガーになっておりまして、協定

を結んでいる企業、例えばパイオニアから通行実績が来るとか、ゼンリンみたいなところ

から地図を貸していただくとか、そういった形で運用する形になっています。 

（PP） 

 これが具体的に災害時に利用可能なというか、協定を結んでいるところで、基本的には

今のところはGISの会社、あるいは、いわゆる高速会社、あるいはナビの会社に主に御支援

をいただいている形になっていまして、画像とか、どのぐらいどこで車が流れているかと

か、そういう情報があります。 

 データ利用者に関しては、今のところそこに挙がっているように、割にNPO的な方を中心

にデータ利用の協定を結んでいるということになっています。 

（PP） 

 ここから具体的に災害時対応とはどんなことをしているのでしょうかということですけ

れども、まだ600弱ぐらいですし、災害対応の協定を結んでいるところも非常に多いわけで

はないので、主にパイオニアのデータで例えば通行実績マップがあったり、あるいは高速

会社はこういった場合にみんな緊急撮影をされます。なので、各社でそれぞれアップされ

るわけですけれども、それを１か所に集めて、ここでワンストップ的に見られるようにし

てあったりするということです。 

（PP） 

 これがホームページですが、こんなふうに画像が見えていて。 

（PP） 

 検索をしていただくと、どんなデータが上がってきているかというのを見ることができ

ます。通行実績なんかは毎日更新していくということになっていまして。 
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（PP） 

 例えばこれで言うと、７月５日、６日、７日、８日というふうにして、災害発生の翌日

から毎日更新されています。 

（PP） 

 あともう一つは、このセンターは現地に人を派遣して、そこでいろいろ活動するという

ほどリソースもございませんし、経験も全然ないので、特に、今日臼田さんがいらっしゃ

っていますが、防災科学技術研究所と連携して、いろいろとこういうデータがあったらい

いよという御示唆をいただいたり、防災科研にいろいろな情報を提供する、あるいは、要

請をいただいて何か集めるとか、そういう形で連携を始めているところです。 

（PP） 

 あと、こういう航空写真の例なんかもあります。この辺は飛ばさせていただきます。 

（PP） 

 あと、ゼンリンから情報支援レスキュー隊に出したということです。 

（PP） 

 ここからスライドの22枚目です。 

 とっていただいたデータをぱっとホームページに載せるというだけでは、とられた方の

苦労から見ると、ただ単にパクってホームページに載せているだけではないかみたいに当

然なりますし、それは別に各社のホームページで見ていただければいい話で、だから、こ

こではいかにそれがちゃんと使える形に加工できるところまで持っていくか。これは必ず

しも災害時だけに限らず、平常時のいろいろな交通機関の運用とか環境の話だったり、地

域活性化だったり、そういうところでもみんな共通です。 

 そうなると、当然技術・ノウハウが必要でして、データに関してもデータがあるのでそ

れを使うというだけではなくて、こういう利用が可能であると非常にいいというときには、

データをキュレーションするというか、お願いしに行ったりします。その結果、統合とか

解析とかを進めて付加価値プロダクトが作成できるようにしていこうということで、ここ

ら辺のところは大学と密接にリンクして、いろいろな計算環境を使ったり、専門家の方に

参加してもらうというところは、今のところうまくいきつつある。 

 そういう意味で、大学、研究機関、専門家との連携というのは、「下記のステップで実現」

と書いてございますけれども、まずはいただいたデータで、外には全然オープンされてい

ない貴重なものもあります。先ほどの航空写真なんかもある程度そうですけれども、それ

をいろいろと解析したり、統合したりする機会がありますよというので、奨励研究員のよ

うな形で研究者の方にも御参加いただきます。ただ、何か勝手に使って勝手に発表みたい

な話になると困るので、NDAなどのしっかりしたデータ管理規則で、データは基本的にクラ

ウド上に全部あり、どういうふうにアクセスして、ダウンロードしているのか、していな

いのかとか完全にウオッチできます。なので、そういう意味では、基本的にはダウンロー

ドしないでその上で使ってくださいということになっています。 
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 こういうふうな形で使っていただいて、あとはある程度見通しがついてくると、権利関

係、販売できる場合にはどういうレベニューシェアをするかということで、別途契約を結

んで売ったり社会に提供したりしていくというわけで、こういった形でコミュニティーの

層をこれからもどんどん厚くしていこうとしています。 

 防災に関して言えば、まさに防災科研とのデータや情報連携を実施したりして、いろい

ろとアドバイスをいただいたり、教えていただいたりしているということで進めていこう

ということです。 

（PP） 

 昨年の４月、熊本のときには、まだセンターは影も形もないわけですけれども、例えば

我々が連携させていただいている生産技術研究所の関本研究室とかでヤフーのデータであ

ったり、あるいはゼンリンデータコムのデータであったり、いろいろなデータを駆使して

こういう分析をしておられるので、こういったものを彼らはある意味研究契約でそのとき

だけ使って、ヤフーの名前で一緒に公開するというようなことをしておりますけれども、

これをいかに継続的にやれるようにするか、オペレーショナルなシステムとしてＧ空間情

報センターの中に委嘱するかというようなことを今進めているところです。 

（PP） 

 実際には、こういうセンターはどんなふうなことで回っているのですかということです

が、公的資金と民間資金があって、今のところ公的資金が大半ですけれども、国からの委

託であったり、地方公共団体からの委託で、「実績例」というふうに書いておりますが、シ

ョーケースの立ち上げとかアウトリーチの支援とか、そういったこともしながら先ほどの

ようなプロダクトをつくっていくということをしているのと同時に、まだまだ規模は小さ

いのですが、データの販売手数料とか付加価値プロダクトを作成して、これも民間企業だ

けに任せておくとなかなかそういうアレンジというのは難しいのですけれども、我々はあ

る程度マーケットも知っていますし、いろいろなところでどんなデータをつくっていて、

どんな課題があって、どういう利用制限があるかというのも非常によくわかっているので、

そういう意味では、ある種プロデューサーとしてうまくこういったところをやって、デー

タをいかにうまく有効活用するかということを実現していこうとしているということにな

ります。 

（PP） 

 これは、例えば国からの委託事業の一例ですが、こんな形になっています。 

（PP） 

 最後、「災害情報ハブ」にどんな貢献ができるかということですが、まさにここの中では

オールジャパンのデータということですので、官民、さらに学とか研究機関、あるいはボ

ランティアのデータといったものをいかにうまく流通を支援し、必要に応じて重ねたり解

析したりする、そういう環境を提供する。 

 これに関しては、先ほどのように計算機的にはクラウドを使っているのでスケーラビリ
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ティーは非常にあって、多量のデータをやる場合には単にインスタンスをどんどんふやし

て、いわばその瞬間だけ規模を大きくするというようなこともできますので、そういうや

り方をする。そうするといろいろな方にアクセスしてもらう場合にも、アクセスのアカウ

ントを渡せばすぐアクセスしていただけますし、コントロールもできるので、非常に自由

にいろいろなことができる可能性があるということになります。 

 あとは、先ほどのように災害対応を一層効果的に支援するデータのカスタマイズという

のも、まだまだ知見が足りませんが、こういうプラットフォームをつくっておけば、あの

ときこうやっておけばよかったという話も含めて、いろいろな研究者の方とか専門家の方

にデータを触っていただいて、新しいアイデアを得ていただくということが可能ではない

かと思います。 

 あともう一つは災害対応ですけれども、高速会社の方とかもかなりたくさん入っておら

れるので、非常時での立ち上げ・運営に関しては、今のところ問題なく行われています。

というのも、データがクラウド上にありますので、何かあったときにどこかに駆けつけて

スイッチを入れるみたいな話は全然なくて、ある意味、常にずっと乗っていますので、あ

とは送られてきたデータをそのままそこの上でちょっと処理して地図に送るとかウエブに

出すという意味では、いわば非常にコスト的には安いというか、効率的に動くような仕組

みになっています。 

 これは、そもそも余りお金があるわけではないので、こういう環境でやらざるを得ない

というわけで、逆に言えば、何かあったときにもすぐスケーラビリティーで大きくなりま

すし、立ち上がるのも簡単だし、ともに使っていただく環境をつくるのも比較的容易であ

るということになります。 

（PP） 

 最後に参考が幾つか載っておりますが、大体これがＧ空間情報センターの全体像と、あ

とは「災害情報ハブ」というオールジャパンの取組にこんなふうに使っていただける可能

性があるのではないかということのまとめになります。 

 どうもありがとうございました。 

○松本副大臣 ありがとうございました。 

 今の御説明に対しまして、御質問等はありますでしょうか。 

 どうぞ。 

○村林委員 すばらしい取組だと思います。データの提供の仕方ですけれども、ダウンロ

ードするのではなくてとかと先ほどおっしゃっておりましたけれども、例えば何か加工を

したいとかいろいろなニーズからすると、少なくともAPIとかそういうのがないとつくりづ

らいと思いますが、それはあるのですか。 

○柴崎委員 もちろんAPIは用意してあります。 

 先ほどクラウド上でというのを申し上げたのは、特に外部の方に使ってもらってこうい

うふうに加工したらいいよというような実験をする際に、APIがあって、どんどんダウンロ
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ードされましたというと、出してくださったところは、それを全国１億で売っていますみ

たいなデータなので、それは余りにもルーズだろうと。ダウンロードされた先の管理とい

うのは難しいですから、そういう意味で切り分けてやっています。 

 というのは、APIみたいにして持っていっていただいたほうが、こちらで全部処理されて

しまうと、それはそれでまた大変ですので、そこら辺はうまく負荷分散をしようというこ

とです。 

○松本副大臣 ほかにございますでしょうか。 

 どうぞ。 

○田村委員 田村でございます。ありがとうございました。 

 これまで枠組みをつくったりされるところに一生懸命でおられた柴崎先生が、ついに御

自身で手を出されて始められたということの大きなモチベーションというのはどういうも

のだったのでしょうか。 

○柴崎委員 ありがとうございます。 

 枠組みをつくろうというばかりではなかなか動かないので、だったら自分でやれるとこ

ろはやろうというぐらいです。というのは、やはりこういう情報系の取組というのは非常

にいろいろな組織横断的なので、個別個別の組織のいろいろな議論が成熟してだんだんつ

ながっていくというので横連携がいくというのは、ある意味自然ではあるのですけれども、

なかなかそれだけではいかないので、何か小さくてもいいからまずは少し動くものをつく

って、過去の経験で言うと、具体例をつくって見せていくと割に話が動くことが多いので、

そういうことをしてみようということです。 

 我々、似たような例で海外でもいろいろなことをするのですけれども、やはり小さくて

も具体例が１つあると、皆さんすごく具体的なイメージを持ってくださって、全員が乗ら

なくてもあるところが乗っていただければかなり効果が出るので、そういうのを期待して

います。 

○松本副大臣 ほかはいかがでございますでしょうか。 

 また最後にいろいろと総括的な御質問等も受け付けたいと思いますので、その場でもま

た柴崎先生にお問い合わせいただければと思いますので、それでは次に参りたいと思いま

す。 

○米津参事官 続きましては、九州北部豪雨において現地でも対応された臼田委員より御

説明をお願いいたします。 

○臼田委員 防災科研の臼田でございます。よろしくお願いいたします。 

 私からは、「SIP4Dを活用した福岡県・大分県での情報共有について」ということで、防

災科研からの発表は第１回のときに弊所林理事長から取組の概要とか今後このハブがどう

行くべきかということについては提案させていただきましたので、私からは、今回の九州

北部豪雨での対応に少し絞りまして、そこでどのような対応を行ってきたのか、また、そ

こでどんなことが課題として見えてきたのかということについて速報的に御報告したいと
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思います。 

 実は、防災科研は本日まで現地滞在で支援を行っていまして、明日以降は遠隔支援に切

りかえようというタイミングでございます。私も発災後ずっと対応をし続けてきていまし

たので、まだ完全にまとまった情報にはなっておりません。あえてそういう状態で発表さ

せていただきたいと思っております。 

○米津参事官 こちらはお手元の資料はなく、画面でご覧いただくことになっています。 

○臼田委員 すみません。配付資料に出せるほどまとめる余裕がありませんでしたので、

写真や図等で紹介をしていきたいと思っております。 

（PP） 

 まず、簡単に私たちが目指している情報共有とはどのようなものかということなのです

けれども、災害時には数多くの機関・団体が同時並行で活動します。そのときに、それぞ

れの機関・団体が別々の状況認識に基づいて動いてしまうと、活動の重複が発生してしま

ったり、あるいは欠落が発生してしまったり、つながりができなかったりという問題が発

生します。 

 そこで、状況認識を統一し、的確な活動を行うために同時並行で動く組織間で同じ情報

を持って活動できるようにしていこうというのが、この情報共有の一番大きな目的です。 

（PP） 

 今、SIPという内閣府科学技術・イノベーション担当が進められている事業の枠組みの中

で、府省庁連携防災情報共有システム、略してSIP4Dと呼んでおりますけれども、情報共有

システムの研究開発を行っております。 

 これは、簡単に申しますと、各府省庁で既にお持ちの情報システムはしっかり活かしな

がら、そのシステム間でお互いともに共有すべき情報だけをやりとりするような仲介型の

システムをつくっていこうという取組になっております。 

（PP） 

 こういった研究開発をしているさなか発生したのが、平成29年７月九州北部豪雨なので

すが、ちょうど私たちもSIP4Dの開発の運営委員会を７月５日に行っていまして、ようやく

少し運営委員会が終わって一息ついたと思ったら、この夜に発生してしまったという災害

でございます。 

 これはかなり大きいだろうということを少し予見しまして、５日の夜の段階で研究員を

現場近くまで派遣しまして、７月６日の早朝に現地の福岡県庁に入って、早速活動を始め

たという流れになっております。 

（PP） 

 どのようなことを行ってきたのかを１枚でまとめるとこのような形なのですが、これは

熊本地震のときと流れとしては全く同じ絵になっています。それはある意味正しいと思っ

ていまして、どのような災害においても情報共有としてやるべきことは同一のことができ

るようにしていくことが大事であるということで、流れとしては熊本地震と同じようにな
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っています。 

 簡単に言いますと、左側の青いところで、各所から集まってくる各種災害データを変換・

集約し、SIP4Dに一回格納します。SIP4Dの中で同じような情報は同種統合処理、また、使

う側に必要な情報をまとめてマッシュアップして行う異種統合処理を行いまして、右側の

緑色のところにあるシステムを介して、紫色の利活用機関に届けるという流れを今回も実

施してまいりました。 

 そこで、今回は熊本地震と違った点が３点ありまして、そこを簡単に紹介しますと、１

つ目は、右上にあります実動機関というところに、私たちは情報共有という面で入ること

ができたということが１点です。 

 あと２つは、左側の入力のほうで、新規技術をSIP4Dでどう取り入れていくかということ、 

３つ目は、民間の情報を活用していくという点でございます。 

（PP） 

 ここからなのですけれども、まだ現在も災害対応は続いていることと、また、検証や分

析が私たちとしても十分ではないこと、また、今日お見せできるような写真や地図の表示

が、本当にこれをお見せしてよいのかどうかということの確認が十分にとれていないとい

うところもありまして、一部ぼかしを入れた形で紹介させていただきます。ですので、今

日は別部屋でも見られているということなのですが、スライドの写真撮影等は御遠慮いた

だければと思っております。 

（PP） 

 まず最初に、実動機関への活動支援として行ったことについて紹介していきたいと思い

ます。 

（PP） 

 実働機関は、災害対策本部、福岡県庁の９階に消防、警察、自衛隊、海上保安庁が入っ

ておりまして、本部としてはこの中で活動をされておりました。 

（PP） 

 このような感じの本部の形態なのですけれども、ここはどんな配置かというと、右から

警察、自衛隊、真ん中に県の防災管理専門官が取り仕切りを行い、海上保安庁、消防とい

うような形で囲まれた本部配置になっています。この中でSIP4Dは今回どこで活動できたか

というと、ちょうど真ん中に置かせていただきまして、そこで活動させていただくことが

できました。 

 これは私なのですけれども、私が座っている背中側に大きいテーブルがあると思います

が、そのテーブルのところに各機関の活動した内容が書き込まれていくというような状況

です。 

（PP） 

 各機関が現場に行っては、そこで何があったということをこういう形で報告していきま

す。 
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（PP） 

 こんな形で、まず附箋やマジックで地図の上に透明シートを敷いて、そこに共有してい

くというような形です。 

 これですと、ここにいる人はわかるのですけれども、ほかのところで活動している人は

わからないということで、ここにいる人の中だけでは情報共有ができているけれども、そ

れ以外とはできていないという状況です。 

（PP） 

 そこで、まず私たちがやったのは、この情報をきっちりデジタルで整備して、紙の上で

消されていかないようにしていくということで、そこでの入力を開始しました。 

（PP） 

 この入力したものをデジタル版で置いておいてもなかなか現場では見ていただけないの

で、こういった形で紙で印刷して何十枚か置いて、どうぞ御自由にお持ちくださいという

形で整備していきました。 

（PP） 

 そうすると、各機関で、この地図を皆さんお持ちになって、さらに情報を追加したり、

それを使っていくというような形がだんだんできてまいりました。 

（PP） 

 だんだんそれが確立していくと、とりあえずここにいる人間に何か聞けば状況がわかる

のだろうということで、いろいろな方々からお声がけいただいて、最新の情報を逆にいた

だいたり、あるいは、我々のほうから最新の状況をお伝えしたりということができるよう

になってきました。 

（PP） 

 そうすると、今度、紙では印刷のタイミングが遅くなると最新情報ではなくなってきま

すので、デジタルでもこういった形で見られますよということを実際に現場の方にお伝え

していきます。 

（PP） 

 最終的にはこういった形で、実際に現場の方々が自分のパソコンで共有された情報を閲

覧できるという形に少しずつなっていたというような形です。 

（PP） 

 ２点目は、新規の技術を現地でどう活用していくかというところなのですけれども、今

回、内閣府ImPACTという事業で全天候型ドローンによって、雨が降っていても飛べるドロ

ーンがあるということで、それをぜひ現場で使いたいというお話をいただきました。 

 そこで、私たちは、その方々が活動する上で通れる道はどこなのかということを、まず

彼らに提供します。その後、彼らが現場に着いた後、彼らは人が通れないところをプログ

ラムで自動撮影するということを行いました。その自動撮影した情報を、今度はSIP4Dを介

することで現場の実動機関に届けるということを今回実施しました。 
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（PP） 

 具体的には、先ほどお見せした、こういった現地でどんどん変わっていく現場の状況の

地図に、実際にImPACTの担当者の方と直接調整して、ImPACTのサーバーのほうにSIP4Dから

ドローンの撮影ルートを共有いただきました。そのルートをSIP4Dの画面上に持ってきて、

そこでクリックをすると実際にドローンの映像がその場で見られるという形で、ドローン

の映像はどこか別のところにありますよということではなくて、実際に現場で使っている

共有の仕組みの上で閲覧できるようにすることで、ここの現場がこういうふうになってい

るということを現場の本部の中で見ていただくということを今回実現できたというもので

ございます。 

 実際にそれを現場の方に見ていただいて、ここは通れるのだな、ここは通れないのだな、

あるいは、ここはまだ行っていないから行ける可能性があるかもしれないといったことが、

これをきっかけに少し議論が進んでいったかと考えています。 

（PP） 

 最後に３つ目として民間技術の活用ということで、今回、非常に天候が悪かったという

ことがありまして、熊本地震のときは国土地理院さんが迅速に空中写真を撮影し、すぐに

公開していただけたので、現場の全体的な状況をつかむのに非常に有効だったのですけれ

ども、今回は本当に天候が不安定で、航空機での空中写真撮影ができなかったということ

で、私、現場にいながらもなかなか全体像をつかむというのに非常に苦労しておりました。 

 そこで、ヘリからの映像はあったので、ヘリからの映像でできる限りの把握を行ってい

たのですが、なかなかそれも全体が把握できなかった中、民間の航測会社から今回の災害

対応に少しでも役立てばということで数千枚のヘリからの写真を提供いただきましたので、

それもSIP4Dを介して現場で活用いただくというつなぎを行ったということでございます。 

（PP） 

 具体的には、最初にこれを行っていたのが消防の方なのですが、消防の方がみずから撮

ったヘリテレ映像を、このぐらいの距離感で動画を一時停止しながら活動計画のための被

災範囲を地図化していこうとされていました。 

（PP） 

 そこで、これではなかなか大変ではないかということで、先ほどのSIP4Dの画面から、７

月10日の段階で国土地理院さんがオルソ化できた画像が公開されていたので、それをお見

せしました。それはこのぐらいの範囲です。大体このぐらいの谷沿いに撮影された映像が

公開されました。 

 ですけれども、実際に彼らが必要だったのはこれよりもうちょっと麓のほうで、これか

ら捜索をする上でより下流域が必要だということだったのですが、このときにはなかった

という状況です。 

 このタイミングで民間の会社から大量の斜め写真を今回御提供いただきました。これを

すぐにSIP4Dで見られるようにしまして、このつぶつぶがその写真の撮影位置なのですけれ
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ども、撮影位置でクリックすると、こんな形で、直下ではなく斜めだけれども現状がつか

めるような写真を御提供いただけました。 

 これは、実際には最終的にＧ空間情報センターからも提供できるようにされておりまし

たので、本来の形であればＧ空間情報センターを介して取ればいいのですけれども、今回

は直接つないだというところでございます。 

 ほかにもこんな形ですね。 

（PP） 

 こういったものを使って、現場でこういうふうにお見せして、実際に彼らは地図の上に

トレースしていく。 

（PP） 

 トレースしたものは、まず紙でこういうふうにつくられるのですけれども。 

（PP） 

 今度は、トレースしたものを私たちのほうでデジタル化して情報共有システムに載せて

いくというような流れでお互いの情報共有も図ってまいりました。 

（PP） 

 最終的には、それを自衛隊、消防、警察がどのエリアを捜索するのかということの分担

地図に使われたり。 

（PP） 

 それがどこまで完了したのかという進捗の管理等にも使われてまいりました。 

（PP） 

 そういうときに非常に重要なのは、被災前と被災後の写真を比較しながら活用していく

ということで、右側が被災前、左が被災後なのですけれども、かなり川幅が広くなって浸

水したということと、また、真ん中に流木が大量にたまっているのですけれども、そうい

った流木が非常に捜索の妨げになっているということで、流木を今後どのように処理する

かということが次の課題として出てまいりました。 

（PP） 

 ほかにもこういった形で本当に見えないぐらい細いような川の線なのですけれども、こ

んなに川幅が広くなってしまったというのが、これは上流の状況です。 

（PP） 

 これは下流域ですけれども、下流域も川幅が全く違うぐらいの幅になって洪水が発生し

ていたということがわかります。 

（PP） 

 こういったものを大判の印刷機も我々は持ち込んで出力をして、自衛隊の方、警察の方

に見ていただきながら、次の捜索をどうしていくかということの意思決定に使っていただ

いたというような形です。 

（PP） 
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 また、特に流木の話に関しましては、自衛隊、警察、消防等からそれぞれの部隊が動い

ている中で、ここの流木を早く撤去したいという御要望がありましたので、３機関を１枚

の情報にまとめることで、全体としてどこの流木が重要で、そこを早く撤去しなければい

けないというような地図の作製に関しましても御支援をさせていただきました。 

（PP） 

 最終的には避難所、道路、土砂災害、洪水災害、さまざまな情報がだんだんSIP4Dの中に

集まって、今は共有が図られているというような状況です。 

（PP） 

 こういった形で今回の災害でSIP4Dが何ができたかどうかの検証はこれからなのですが、

我々が目指したのは３点ありまして、１つは、まず、災害対応の最前線の情報というもの

をしっかり共有できる状況にしていこうということで、とにかくSIP4Dを見れば災害対応の

最前線がどのような状況になっているかがわかるような状態を目指しました。その例とし

ては、被災現場から戻ってきた部隊からの情報をすぐに自分たちで入力したという形です。 

 ２つ目は、外部で得られる情報の共有ということで、とにかくSIP4Dを見れば外部で得ら

れている情報は既にそこに集まっているという状況を目指しました。それは国土地理院さ

んのオルソ画像、あるいはJAXAさんの衛星画像、あるいはＧ空間情報センターさんの道路

通行実績データ、こういったものは外部で得られている情報なので、それはとにかくSIP4D

を見ればちゃんとそこにつながるという状態をつくりました。 

 ３つ目が、外部から本部への情報共有ルートということで、これは外からの視点ですけ

れども、とにかくSIP4Dにつなげば、あるいはSIP4Dに投げれば、災害対応の最前線に情報

を渡せて使える状態にできるようにしていこうということを目指しました。 

 その結果として、内閣府のImPACTのドローン映像とか、民間航測会社の斜め写真は、災

害対応の最前線にお渡しできたかなと考えています。 

（PP） 

 こちらは、松本副大臣が来ていただきましたときにも、私は後ろの真ん中辺にいますけ

れども、参加をさせていただきました。また、栄養ドリンク等の差し入れもいただきまし

て、非常にありがとうございました。私も何本もいただきました。 

（PP） 

 また、県の災害対策本部会議や政府の現地連絡調整室の会議でもこういった情報が集ま

っていますとか、こういった地図を提供できますというようなことの説明等も行っていま

す。 

（PP） 

 また、現状なのですが、今、大分実動機関が減りまして、県の各部署の方々がこれから

復旧・復興に向かって進めていくということで、こういった方々に情報の使い方のレクチ

ャーを行って、明日以降は遠隔支援の形でさらに支援を継続していきたいと考えておりま

す。 
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（PP） 

 最後に、今回の災害対応でも見えた「災害情報ハブ」で検討すべき点として、先ほどＧ

空間情報センターの話もありましたので、地図化の面に少し絞って具体例をお示ししたい

と思います。 

（PP） 

 あくまで具体例ですのでこれが全てではなく、まず目についたものを少し紹介するだけ

なのですが、例えば今回、携帯電話の通信復旧エリアといったものは、県の災害対策本部

会議でどこが通信不通ですとか、ここは復旧しましたというのは、見づらくて申しわけな

いのですけれども、こういった紙の情報で、言葉でこういった形で書かれて、どこそこ地

区は通信が使えませんとか、どこそこ地区は復旧しましたということが文字で書かれてい

ます。当然なのですが、私たちも全然土地勘がありませんので、この情報だけではどこが

通信が使えないのか全くわからなかったので、これを情報共有としてどうしようかと悩ん

でいたのですけれども、ふと各携帯会社のホームページを見ると、地図でしっかりどこが

不通エリアなのかが表現されていて、それを技術的にもタイル形式というものを使ってい

るので機械的に共有できる状況であったということがわかりました。 

 ですので、こういった実は地図化・情報化されているような情報は、初めから地図情報

で共有できるようにすれば、すぐに現場で使えるような形になるのではないかということ

で、一つこういった状況があったという報告です。 

（PP） 

 ２つ目は、停電状況なのですけれども、こちらも基本的には左側にあるとおり、どこそ

こ地区は停電していますというのが毎日本部会議のほうで出されていきます。こちらも地

区名が出ているので、どうにかどこのエリアが本当に停電なのかを可視化していきたいと

いう思いで考えたのですが、ちょうど国勢調査の地区ポリゴンと照合すると地名が大体一

致しているなということがわかりましたので、今回は国勢調査の地区ポリゴンと停電地区

名が一致していたので、技術的には地図化することができました。右下のグレーのところ

が停電エリアです。 

 ですので、必ずしも地図情報でつくられていなくても、地図の情報と照合するようなキ

ーさえあれば可視化していくことも可能ではないかということで、そういったことも一つ

今後の共有のルールとして考えていくのも一案であるのではないかと思います。 

 その場合、当然文字情報をデジタルで整備いただくことも必要ですし、文字情報がどの

ように格納されるのかという構造化も考えていくことがルール化として必要であると考え

ます。 

（PP） 

 ３つ目は道路の復旧状況なのですけれども、道路に関しましては、今回も複数の、ほと

んどは国交省さんの機関なのですけれども、発信が紙地図とデータとして出されていまし

て、こちらについても意外と集めてみるといろいろな違いがあって、統合利用には一工夫
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必要だなということがわかりました。 

 まず、県の災害対策本部会議では、県土整備部、国交省の地方整備局、また、国交省の

DiMAPSというシステムからもデータ提供をしています。これをSIP4Dで一回集約するのです

が、紙地図で出されると、どうしても私たちはそれを全てトレースしてデータ化しなけれ

ばいけないというところで、できればデータとして作成・共有を期待したいというのが１

点です。 

 ただ、これがそれぞれデータ化されたとしても、統合してみるといろいろな違いがあり

まして、例えば災害前から通行止の箇所はこういった地図に載せない場合が結構ありまし

て、そういったときに実際に使う方が通れるか通れないかということを知りたい場合には、

災害前から通行止の情報は自分でつけ加えなければいけないということで、そういったと

ころをどうやって使う側に必要な情報にして届けていくかということについては一工夫必

要であろうということがわかります。 

 また、右側も見づらくて申しわけないのですけれども、黄色いライン、これは緊急車両

のみ通行可という道路なのですが、そこに対してバッテンの印がありますが、このバッテ

ンは道路被害情報ということで全面通行止という情報として入ってきます。そうするとユ

ーザーの方は、これは緊急車両のみが通れるのか、あるいは、そこに行ったらやはり全面

的に通れないのかということで迷いが生じてしまうということで、これはデータの入って

きた日時が違うために発生してしまう問題ととらえているのですが、こういった形で情報

の意味とか日時のつけ方とか、そういったこともしっかりルール化をしていかないと、単

純に情報が集まってきて共有すればいいというような簡単な形ではなく、逆に誤解が生じ

る可能性もあるので、きっちりデータの中までしっかりルール化について検討していかな

ければいけないという事例でございます。 

（PP） 

 最後にまとめとしまして、あくまで速報的ですけれども、私たち、今回、現場で活動し

ている中で情報共有というものは迅速かつ効果的な災害対応のためには有効な手段であろ

うと実直に感じております。また、そのための技術・システムは、少しずつ現場でも使わ

れつつあるのではないかと考えます。 

 ただ、一方で情報共有というものがシステム化していっても、自動化していくにはまだ

まだ困難なところだろう、どうしても人手がかかってしまうのは仕方ないと考えます。仕

方がないというよりも、むしろ現地本部でニーズを把握したり、あるいはそれに即した出

力を、つまり、ニーズに合わせたプロダクトをつくっていくとか、デジタルではなく大判

印刷が必要だとか、そういった細かいニーズへの対応をするにはシステム化だけでは難し

く、何らかのチームを組んで、しっかり現地で情報共有を行っていくという組織が必要だ

ろうと感じております。 

 それでも少しでも人手の作業を軽減し、情報共有の本質的な実現を目指すためには、こ

のような「災害情報ハブ」という中で事前のルール化をしっかりしていくことが必要不可
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欠ということで、今回、３つほど具体事例でお示ししましたけれども、地図情報であれば

そのままデータとして共有できるルール化が必要ですし、文字情報であってもそれを地図

情報に機械的に変換できるようなルール化が必要でしょう。また、それぞれのデータの共

有のルール化だけでなく、それが共有され、統合されるということを前提に、そのときに

誤解を生まないような情報の意味の部分や日時の違い、そういったところが正確に伝わる

ルール化も必要だろうと考えております。 

 このあたりが今回の災害、あるいは熊本地震の災害でも具体事例で私たちのほうでも把

握している部分がありますので、こういったところは今後の作業部会でもぜひ貢献させて

いただきたいと考えております。 

 最後にルールの整備だけでなく、訓練、そして災害時の実践を繰り返すことができる体

制を整備していかなければいけないのではないかということで、体制整備についても提案

をさせていただきます。 

 その上で何度も何度も実践し、何度もルールを見直して、常にベストエフォートを目指

していくことが災害対応には今後必要だろうと考えております。 

（PP） 

 以上、御清聴ありがとうございました。 

○松本副大臣 ありがとうございました。 

 委員が現場で大変活躍している姿を私も拝見させていただいたところでありまして、あ

りがとうございます。 

 では、臼田委員のプレゼンだけではなくて、全体も含めてで結構でございますので、い

ろいろ御質問や御意見を頂戴したいと思います。 

 立谷委員、お願いいたします。 

○立谷委員 大変興味深く聞かせてもらいました。我々、６年半前に東日本大震災を経験

していますから、今、そのときのことを思い出しながらお話を聞いていたのですけれども、

あの当時はドローンがなかったのですよ。相馬市のある集落が全滅したのです。もちろん

電話はつながらないし、携帯電話、有線電話がつながらないわけです。唯一我々が情報を

得られたのは消防団の消防無線です。ただ、その消防団員が死んでしまうとつながらない

のです。そこはかなり津波にやられて、どうなっているのかわからないのです。あの当時

はドローンの技術はなかった。ですから、私が自衛隊のヘリコプターに乗って携帯電話で

撮った写真が役に立ったのです。 

 先ほどの動画は非常に感動したのですけれども、今、あれは使えますか。仮に相馬市が

もう一度被災した場合、そこにアクセスすればドローンで見える画像というのは手に入れ

られるのだろうか。 

○臼田委員 それは、ドローンを飛ばす側にお願いしないといけませんが。 

○立谷委員 こういうことは明日起きるかもしれないし、せっかくこういう動画があるの

だから、このシステムの全国的な導入をひとつ急いでいただきたいと思うのです。 
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  それともう１点、柴崎先生の話、臼田さんの話もそうなのですけれども、この情報を

使うのは誰なのだというふうに考えたときに、１つは国であり、県であり、そちらのほう

の使い方というのは、どちらかというと地形の変化に対する対応、道路情報なんかはそう

ですね。我々市町村長の立場で考えたとき、人々の安全とか健康のところに活かせないと

いけないのです。例えば地図データが何で必要になるかというと、あの道路を使って薬を

とりに行けるかという問題が出てくる。あるいは、重症患者を送れるかという問題が出て

くるわけです。ですから、どうやって市町村長たちがそのデータを使うのかということを

考えていかなくてはなりません。 

 もう一つ、これは今回の大分の雨の実例です。日田市にペットボトル3,000本を用意した

のです。しかしながら、どこに送ったらいいかわからなくて送れなかった。送れないでい

るうちにそんなに必要がなくなったのです。 

 その後に、朝倉市長と話して、お互いの話の中で、いつどこに、どの場所に、担当者誰

にということになって初めて3,000本を届けることができました。どこに問題があるのかと

いうと、要するに受け取る側の体制の問題もあるのです。受け取る側の体制に対して、差

し上げる側の情報提供が途絶えてしまわないような体制の構築、そこのところはひとつき

っちりしておいていただきたい。 

 ですから、そこのところはこの会の基本的な役割だと思いますが、支援物資がどこにど

のぐらいあって、いつ、誰が欲しがっているか、誰が提供できるか、そこのところは早目

にというか、日本の災害対策のために、この試みは非常にいいと思うのですけれども、急

いでいただきたい。 

 今回の日田市と朝倉市の例ですけれども、受け取る側にとってより使いやすい体制とい

うのも必要になってくると思います。 

 以上です。 

○松本副大臣 ありがとうございました。 

 今いただいた御意見を我々としてしっかりと受けとめてやらせていただきたいと思いま

す。 

 今の立谷委員のお話に関して、何かお答えとかされる方はいらっしゃいますか。特に大

丈夫ですかね。 

 同じように、益城町長の西村委員も今日お越しいただいておりますけれども、何かござ

いますでしょうか。 

○西村委員 益城町です。大変お世話になっております。 

 実は、今、朝倉市の話が出たのですが、昨年、朝倉市のほうから職員を派遣していただ

いたということで、２か月ぐらい前に朝倉市長を訪ねお礼とお話をさせていただき、災害

は必ずいつかどこかで起きますと伝えたところです。その際、益城町は受援計画をつくっ

ていなかったということで、これが一番問題だったと伝えております。 

 例えば、人の受け入れにしても、家屋の調査とかそういった資格を持っている方を受け
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入れた時に、駐車場の誘導係とかをやってもらったなど、全然違う仕事をさせてしまって

いたということで、非常に問題があったと思います。 

 実は益城町は、朝倉市に避難所運営と災害救助法に精通した職員を、災害直後から３日

間派遣したのですが、現場の状況は益城と一緒でした。受援計画など備えをやっておいて

くださいと話しておいたのですが・・・。現場は、大変な状況で、職員の派遣に対して非

常に感謝され、延長して避難所運営に携わらせました。 

 ただ、益城町において防災訓練を実施したのですが、紙ベースで訓練をやっており、そ

の際に、これではいかんということで、今後は、データを使った訓練を指示しました。今

回の震災も、データがあったら全然違う対応になっていたと思っております。 

 実は、益城町も熊本市に消防の事務委託をしており、４月１日に職員の異動があり、そ

の直後に震災が起こりました。新しい職員は土地勘があまりなく、自衛隊とか警察からも

っと地元の消防に指示を出してほしいとの話はあったのですが、位置情報転送システムが

壊れたこともあり、来たばかりの職員では難しかったと思います。 

今回、「災害情報ハブ」のような情報があったら非常によかったのかなと感じています。

益城町は行政防災無線も被災し情報を伝える方法が少なく、災害の状況を伝える方法は、

紙ベースでした。先ほど述べましたが、防災訓練を実施したときも、図上訓練をやったの

ですが紙ベースで、「災害情報ハブ」みたいなものがあれば、日本全国、これまでと全然違

う方法の対策ができていくかなと思います。ぜひ進めていっていただくと、益城町ように

大混乱の状況には陥らないと思っております。 

 以上です。 

○松本副大臣 ありがとうございました。 

 ほかに御質問や御意見などがある方はございますでしょうか。 

 今回、ワーキンググループとして秋から国民に対してどのように情報伝達をしていくの

かということを新たな検討としてさせていただくということでありまして、こちらのほう

は主に報道関係の皆さんに御参加いただいて、いろいろと御検討いただくことになろうか

と思いますけれども、そのあたりのことも含めまして、日本放送協会の橋爪委員さんから

何かございますでしょうか。 

○橋爪委員 今の地図システムとは直接は関係ないのかもしれませんが、こういった情報

を実はNHKでも似たようなものを開発しているところで、なかなかそれを一般の国民の皆さ

んに見せるとなると、また全然見せ方が違って、今、私、すごく進んでいる、NHKが開発し

ているものとは全然違うレベルの非常に高いレベルのものを見せてもらって、すごいなと

思って見ていたのですけれども、あれを一般の方に、国民の皆さんに、特に被災地の皆さ

んに見せるときにどうするのかというのは、またもう一工夫必要で、写真を見せるにして

も、ぱっと見ても一般の方はわからないので、それをどうわかるようにするかとか、そう

いったもう一回、マスコミがやるのかどうかわかりませんけれども、伝えるための工夫と

いうのがひとつ要るなと思いながら今のシステムは見ておりました。 
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 今回のいろいろな情報は時間でどんどん動いていくので、早い段階で断片的でもいいか

ら早く見せる情報と、最後完成された地図システムがありましたけれども、ああいったか

なり時間がたって全て俯瞰して全体を把握するために伝える情報と時間軸にも２つあると

思いますので、そういった時間の流れとか一般の方の目線で考えるとかという、いろいろ

な軸でもう一度情報自体を整理する必要があるのかなと。私もまだ具体的にイメージは持

っていないですけれども、次の段階でそういう議論があるのであればしてみたいと思いま

すし、あと、NHKは全国放送なので全体的な視点になってしまいますけれども、今、災害と

いうのは、今回の雨もそうですけれども、すごい狭い範囲で災害は起きたりしますので、

地元の民放とかラジオ局とかコミュニティーテレビとか、そういったところの方にもぜひ

入ってもらって議論したほうが、最後は国民の皆さんに役に立つ情報を出さなければ意味

がないので、大きいテレビ局とか大きいメディアだけではなく、ぜひ小さいところも入れ

て議論させていただければいい結果が出るのではないかと思っています。 

 ちょっと雑駁ですが、以上です。 

○松本副大臣 ありがとうございました。ぜひ参考にさせていただきたいと思います。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 村林委員、お願いします。 

○村林委員 今日の議論もそうなのですけれども、対策本部サイドから見て情報が精緻に

タイムリーに出るというのがかなり進んでいるというのをよく理解しましたけれども、先

ほど来の市長さんの話とかNHKさんの話も含めて、被災者側に対する情報の提供というのが、

この場ではまだよく見えてきていないというのが正直な実感でありまして、最近、私はた

またまグーグルと仕事をする機会がありまして、皆さんもよく御存じなのかもしれません

が、東日本大震災とか熊本地震のときに、グーグルが一般ユーザーにどうやって適切な情

報を提供していったかという本がありまして、皆さんもうお読みになられているのかもし

れませんが、その中にいろいろな示唆があると思いますので、その辺も含めてそちらのほ

うの対応をマスコミだけではなく、そういうSNSとか情報の会社も含めて考えていく必要が

あるというか、スマホの時代ですから、それをしたほうが被災者とか一般の人には届くの

ではないかと思いますので、その辺は要検討していく必要があると思います。 

○松本副大臣 ありがとうございます。私も早速購入して読ませていただきたいと思いま

す。 

 ほかにはいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○田村委員 先ほどの臼田委員の御発表を聞いて、やはり災害対応を行う関係機関にとっ

て、あのような状況認識を統一する地図をいち早く現場でおつくりになるというのは非常

に貢献度が高い活動をされているというふうにお聞きしたところです。 

 これまで各省庁、各対応機関につきましては、紙でいろいろおまとめになって、情報を

きれいにまとめられる場合もあるかもしれませんが、いろいろなものを紙でおまとめにな
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ったりして、出てくる情報というのはある程度自分たちでデータ化したものを情報化して

発信しているということはこれまでもあったのかというふうに思います。今の情報社会な

ので、それを重ね合わせることよって、まず情報量をふやして全体を見せようという試み

をされたのかなというのが１点。 

 もう一つは、いわゆる可視化をするときに、柴崎委員のお話の中にもありましたが、平

時から取組の中で、そういった知見が芽生えているので対応しやすいような形で見据えて

やるというのは、幾ら全てを見据えても状況認識が統一されるのは、結局は災害対応が終

わった後ということになるのが現実的なところであれば、ある程度情報を可視化技術によ

って想定したり、補完したりすることによって、意思決定者の方たちが当たる確率の高い、

優先順位の高いような対応が可能になるかなというふうにも聞いたりしました。なので、

重ね合わせだけではなくて、そのための知見を活用したものにしていかなければならない

なというふうに思うのです。 

 この「災害情報ハブ」ということに立ち返りますと、とはいえ、現場では断片的な情報

が出てきて、附箋紙になっているものをどうすればいいのでしょうかというのが、例えば

臼田委員のおっしゃっているところで、そうなってくると情報ハブをふだんから準備する

ということにしても、データの項目入力をするような人たちを、いつまでも防災科研さん

が、今度東日本大震災のようなものが再び起こってしまったときに全地域に行ってそれを

やっていただけるかというとそうではないということであれば、「災害情報ハブ」が絵に描

いた餅にならないように、そこのところを支える体制についてもあわせて考える必要があ

るのかなというふうに思いました。 

○松本副大臣 ありがとうございました。 

 そのほか御意見や御質問は。 

 どうぞ。 

○林委員 先ほどの村林委員の御提言に対してなのですけれども、こうした情報の規格化

とか標準化というのは、余り間口を広げずにやったほうがいいだろうとに思っています。

というのは、今、国自体が地方分権化を受けて、地方自治体に対して命令ができないと自

己規定をしておられるのです。地方のことを考え、国のことを考え、民間のことも考え、

住民のことも考えてやり出すと、よく言えばみんなのニーズを踏まえるのですけれども、

結果としてまとまらないものになってしまう。グーグルはいいですけれども、みんながグ

ーグルに乗るのかといったら、また問題も出てくるわけで、今、SIP4Dを初めとしてスター

トしているのは、まず府省庁間の情報連携ぐらいやってみろよというところからスタート

する。ですから、地方自治体も外してまず考える。 

 何でかというと、自分たちにとってメリットがあるということをまず実証してみせろと。

そうであれば、この国の皆さんは賢いですから、コミュニケーションをするのに、そのフ

ォーマットに乗るほうが楽だと都道府県は多分考えるだろう。都道府県とコミュニケーシ

ョンをしていなければならない市町村も同じようになるだろう。そういう意味で、少なく
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とも公の世界だけでもある種の標準化が第２ステージとしてできるのではないか。 

 そこまで言えば、今度はマスの論理ですから、だんだんに大きなところに集まって、皆

さんがディファクト化してくださるということで、民も住民向けのインフォメーションも

ある程度整っていくのではないか。 

 ただ、それは官だけが先行して勝手にやるという意味ではなくて、こういう官民連携の

中で状況は共有しながら、皆さんのお知恵もいただきながらなのですけれども、責任主体

としては、まず国が範を示せというのが非常に大事なメッセージだと思っておりまして、

理想形は村林委員がおっしゃるとおりにしたいのですけれども、そこへ行く戦術論として、

まず小さく始めて徐々に広げるというのが必要なのではないかと考えています。意見です。 

○村林委員 説明不足だったかもしれませんが、グーグルとかを含めて全部標準化しろと

いうことをこの人も言っておりませんで、官で標準化されたデータがあれば、少なくとも

民の人は標準がわかれば加工とかいろいろ提供することは自分たちが知恵を出せるという

ことを言っておりますので、そういう意味ではなく、そういう考え方で、まずきちんと官

の中で標準化できればいいのだと思います。 

○林委員 やはりそれは国としての責任だと思うので、ぜひ国に責任を果たしてもらいた

いと思っています。 

○松本副大臣 ありがとうございます。 

 立谷委員、お願いします。 

○立谷委員 いろいろな議論があったと思うのですけれども、今の林委員の話も含めて申

し上げると、災害対応というのは、我々市町村は地方政府だという気持ちでやらないと進

みません。ですから、国がこうだとか県がこうだとかという前に、市町村など基礎自治体

が、地方政府だという気持ちを持つことが一番なのです。ですから、しっかり自分たちが

自分の住民に対する責任を持つということは原則中の原則になるのです。 

 そして、私みたいにわけのわからない市町村長でも、情報をしっかり持っていれば適切

な判断ができる、適切な指示ができるということなのです。先ほどのドローンの話もそう

なのですけれども、あのドローンで行ってみたいと思ったところの情報が入らないで本当

に苦労しました。あの時に我々市町村長がすぐに取りに行ける情報があれば、私みたいな

首長でももっと何とかできたかなと思うところはあります。臼田委員の防災科学技術研究

所総合防災情報センターだけに頼るでは困る。国の取組として、それはこの委員会の一つ

の成果として出していっていただきたいと思います。 

○松本副大臣 ありがとうございます。 

 今日冒頭に御議論をいただきました、私、座長の私案の中におきましても実効性確保の

ための新たな取組ということで、そうしたさまざまな情報整理・提供を行うような組織の

立ち上げというものも提案としてさせていただいているところであります。ぜひいただい

た御意見もしっかりと念頭に置きつつ、実効性のある、システムをつくるだけではなくて、

それを動かす人の面からの対応というものもしっかりとやっていきたいと思っております
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ので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 そのほかございますでしょうか。 

 岩崎委員、お願いします。 

○岩崎委員 大臣が御到着ですので簡潔に。 

 全然別の観点なのですけれども、経済団体に二十数年勤めておりまして、政府の会議体

を見ておりますと、普通は大臣の方、偉い人が集まっているタイプ、それから事務方が舞

台回しを回って全部やっているというパターンが多い中で、本会議につきましては政務の

松本副大臣が座長になられて、政官民の実務が全員集まっているということで、政治のリ

ーダーシップのもとで政官民が協力するという形では非常に理想的な会議体だなというふ

うに、第２回目でございますけれども感じました。 

 ２回目にして早くも松本副大臣から的確な中間取りまとめ、概算要求前の中間整理を出

していただいたということで、引き続きチーム松本（仮称）となっておりますけれども、

これは「仮称」がとれる形で政府におかれましては継続的な取組をぜひともお願いしたい。 

 以上でございます。 

○松本副大臣 ありがとうございます。しっかりとやっていきたいと思います。 

 そのほかございますでしょうか。 

 それでは、質疑応答はこれまでとさせていただきたいと思いますのでよろしくお願い申

し上げたいと思います。いただいた意見はそれぞれ大変貴重な御意見ばかりでありました

ので、ぜひ検討事項を整理いたしまして、速やかに関係各省庁とも連携をしてまいりたい

と思いますし、また、皆様方にもいろいろと御協力をお願いしなければならない点も多々

出てこようかと思いますので、その点に関しましては御協力を賜りますようによろしくお

願いしたいと思います。 

 それでは、事務局に司会進行を戻したいと思います。 

○米津参事官 ありがとうございました。 

 本日は松本大臣に御臨席をいただいておりますので、最後に大臣より御挨拶をいただき

ます。 

○松本大臣 御紹介をいただきました内閣府防災担当大臣の松本純でございます。 

 本日は御多用の中、委員の皆様におかれましては「災害情報ハブ」推進チームに御参加

いただきまして、まことにありがとうございます。 

 また、日ごろより、この「災害情報ハブ」の取組に多大なる御協力を賜っておりますこ

とにも、重ねて感謝を申し上げたいと思います。 

 我が国は、言うまでもなく世界でも類を見ないほどにあらゆる災害に見舞われることが

ある災害大国であります。今般の九州北部豪雨におきましても多数の死者と行方不明者を

出し、激甚災害に指定される見込みであるなど甚大な被害が生じております。 

 こうした災害への対応に万全を期するためには、関係者間での情報共有と国民への適切

な情報提供が重要であります。この観点から「災害情報ハブ」については我が国全体の災
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害対応能力を飛躍的に向上させる極めて重要な取組であると考えております。 

 しかしながら、この取組は短期間で実現できるものではなく、国と地方、民間それぞれ

が根気強くさまざまな課題を乗り越えていかなければならないものと思っております。こ

のため、松本洋平副大臣からお示しいたしました基本３原則にのっとって、オールジャパ

ンの体制でしっかりと取り組んでまいりたいと考えておりますので、政府が一丸となって

取り組むことはもちろんのことでございますが、委員の皆様方におかれましても引き続き

この「災害情報ハブ」への御協力を賜りますよう心からお願いを申し上げまして、私の御

挨拶にしたいと思います。 

 本日はまことにありがとうございました。 

○米津参事官 ありがとうございました。 

 それでは、時間の関係で御発言いただけなかった御意見などもあろうかと思いますけれ

ども、事務局に適宜御連絡をいただければと思います。 

 ちなみに第３回でございますけれども、10月ごろの開催を想定してございまして、また

追って事務局より日程調整の御連絡をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。 

 以上をもちまして、第２回国と地方・民間の「災害情報ハブ」推進チームを終了いたし

ます。どうもありがとうございました。 

○松本副大臣 どうもまたよろしくお願いいたします。 
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